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平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

第
三
千
八
百
六
十
二
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
一
号
）

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
六

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
六

○
政
治
団
体
の
解
散
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
七

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
七

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�
（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
七

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
四
八

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

�

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
三
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
十
三
項
」
に
改

め
る
。

　

第
三
十
四
条
の
五
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
」
に
、
「
同
条
第

四
十
七
項
」
を
「
同
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
の
五
の
二
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
後
段
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人
」
を

「
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
医
療
法
人
及
び
医
療
施
設
（
施
行
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
特
定
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を

除
く
。
）
」
に
、
「
、
第
八
号
様
式
又
は
」
を
「
又
は
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
平
成

二
十
三
年
改
正
前
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
号
様
式
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
の
五
の
三
中
「
、
第
八
号
様
式
又
は
」
を
「
又
は
平
成
二
十
三
年
改
正
前
施
行
規
則
第

八
号
様
式
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

　

様
式
目
次
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

三

納
税
通
知
書
（
そ
の
一
の
一
、
そ
の

一
の
二
、
そ
の
一
の
三
、
そ
の
一
の

四
、
そ
の
一
の
五
、
そ
の
二
の
一
、

そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
の
一
、
そ
の

三
の
二
、
そ
の
三
の
三
、
そ
の
三
の

四
、
そ
の
三
の
五
、
そ
の
三
の
六
、

そ
の
三
の
七
、
そ
の
四
の
一
、
そ
の

四
の
二
、
そ
の
五
、
そ
の
六
、
そ
の

七
、
そ
の
八
、
そ
の
九
）

六
条

三

納
税
通
知
書
（
そ
の
一
の
一
、
そ
の

一
の
二
、
そ
の
一
の
三
、
そ
の
一
の

四
、
そ
の
一
の
五
、
そ
の
二
の
一
、

そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
の
一
、
そ
の

三
の
二
、
そ
の
三
の
三
、
そ
の
三
の

四
、
そ
の
三
の
五
、
そ
の
三
の
六
、

そ
の
三
の
七
、
そ
の
三
の
八
、
そ
の

四
の
一
、
そ
の
四
の
二
、
そ
の
五
、

そ
の
六
、
そ
の
七
、
そ
の
八
、
そ
の

九
）

六
条

十
七
の
三

納
付
書

十
三
条
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を

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

第
二
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七
の
三

納
付
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
）

十
三
条

六
十
五
の

三

法
人
県
民
税
分
割
基
準
修
正
、
決
定

通
知
書

三
十
四
条
の

三

六
十
五
の

三

法
人
県
民
税
分
割
基
準
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　

決
定
通
知
書

三
十
四
条
の

三

七
十
三
の

三

法
人
県
民
税
・
事
業
税
の
分
割
基
準

の
修
正
お
よ
び
決
定
の
請
求
書

三
十
九
条
の

三

七
十
三
の

三

法
人
県
民
税　
　
　
　
　
　

修
正　

　
　

事
業
税
の
分
割
基
準
の
決
定
請

求
書

三
十
九
条
の

三
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第２号の４様式（第４条の２関係）

相続人代表者指定（変更）届出書

年 月 日

県税事務所長 様

相続人代表者

住 居 所 所在地

氏 名 名 称 ○印

法人番号

次のとおり相続人の代表者を指定（変更）しましたので、地方税法第９条の２第１項の規定に

より届け出ます。

被
相
続
人

死 亡 時

住 （ 居 ） 所

氏 名
死 亡

年月日
年 月 日

相

続

人

氏 名

（名 称）
印

住 （居） 所

（事務所・事業所の所在地）

被相続

人との

続 柄

相続分

代
表
者

代

表

者

以

外

法人番号

法人番号

法人番号

法人番号

法人番号

法人番号

備

考

注 相続人欄は、それぞれの相続人が署名押印又は記名押印をしてください。

相続人が個人の場合、個人番号の記載は不要です。

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を

書き換えていただければ、九州各県で使用できます。
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第
三
号
様
式
そ
の
三
の
七
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
８
（
第
６
条
関
係
）

■
納
付
に
つ
い
て

あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
自
動
車
税
は
、
左
記

の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
納
期
限
（
納
期

の
末
日
）
に
自
動
振
替
に
よ
り
納
税
さ
れ
ま
す
。

■
自
動
車
税
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て

自
動
車
税
は
、
自
動
車
の
所
有
者
（
所
有
権

留
保
付
き
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
に
課

税
さ
れ
ま
す
（
地
方
税
法
第

条
、
福
岡
県
税

条
例
第

条
）
。

■
延
滞
金
に
つ
い
て

口
座
振
替
日
に
お
い
て
残
高
不
足
等
に
よ
り

口
座
振
替
が
行
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
口
座

振
替
日
以
降
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

当
該
納
付
書
に
よ
り
納
税
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
そ
の
際
の
延
滞
金
は
、
法
律
に
基

づ
き
納
期
限
の
翌
日
か
ら
計
算
さ
れ
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
自
動
車
税
住
所
変
更
申
出
書
に
つ
い
て

自
動
車
税
住
所
変
更
申
出
書
の
記
載
事
項
の

う
ち
、
①
登
録
番
号
②
車
台
番
号
③
管
理
Ｉ
Ｄ

に
つ
い
て
は
、
下
表
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い

（
車
台
番
号
は
下
３
桁
の
み
）
。

登
録
番
号

車
台
番
号

管
理
Ｉ
Ｄ

■
お
問
い
合
わ
せ
先

・
課
税
に
関
す
る
も
の

県
税
事
務
所
収
税
課
自
動
車
税
係

・
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の

県
税
事
務
所
収
税
課
収
納
係

福
岡
県

自
動
車
税

年
度
納
税
通
知
書
（
口
座
振
替
）

課
税
年
度

年
度

税
額

（
振
替
額
）

円

登
録
番
号

納
期
限

（
振
替
日
）

年
月

日

上
記
の
金
額
を
下
記
の
口
座
よ
り
振
替

し
ま
す
。

金
融
機
関
名

支
店

名

預
金
種
別

口
座
番
号

口
座
名
義
人

年
月

日
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第
十
七
号
の
三
様
式
を
同
様
式
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第
号
の
３
様
式
そ
の
２
（
第
条
関
係
）

自
動
車
税
納
税
証
明
書

継
続
検
査
・
構
造
変
更
検
査
用

福
岡
県

県
税
事
務
所
長

公
福
岡
県

自
動
車
税

納
付
書

公
福
岡
県

自
動
車
税

年
度
領
収
証
書

納
税
者
用

公
福
岡
県

自
動
車
税

年
度
納
入
済
通
知
書

店
舗
控

口
座

番
号

加
入

者
名

福
岡
県

県
税
事
務
所
出
納
員

□切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。

加
入
者
名

口
座
番
号

福
岡
県

県
税
事
務
所
出
納
員

切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。

収
納
機

関
番
号

納
付

番
号

確
認

番
号

納
付

区
分

税
額

円

登
録

番
号

課
税
年
度

年
度
税
目

自
動
車

延
滞
金

円

合
計
金
額

円

納
期
限

年
月

日

口
座

番
号

加
入

者
名
福
岡
県

県
税
事
務
所
出
納
員

税
額

円
登
録
番
号

登
録
番
号

延
滞
金

円
納
期
限

年
月

日
車
台
番
号

領
収
日
付
印

納
付
者

氏
名

様

納
期
限

年
月
日
税

額
円

合
計
金
額

円
管
理

納付者

氏名

様

延
滞
金

円
裏
面
を
参
照
の
う
え
、
上
記
の
と
お
り
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

年
月

日

上
記
の
金

額
を
領
収

し
ま
し
た
。

有
効
期
限

年
月

日

登
録
番
号

領
収
日
付
印

合
計
額

円

領
収
証
紙
・
印
紙
は

不
要
で
す
。

領
収
日
付
印

ＣＳＶ収納用

収
納
代
行

ご
注
意

バ
ー
コ
ー
ド
が
な
い
も
の

や
金
額
訂
正
し
た
も
の
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
納
税
証
明
書
は
車

検
を
受
け
る
と
き
に
必

要
で
す
。

【
車
検
証
】
と
一
緒
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

領
収
日
付
印

県
税
事
務
所
送
付
用

受
付
局
→
取
り
ま
と
め
店
→

加
入
者

こ
の
通
知
書
で
の
コ
ン
ビ
ニ
の
取
扱
い
は

月
日
※
ま
で
で
す
。

※
納
期
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
本
部
控

取
引
店
福
岡
銀
行

取
り
ま
と
め
店
郵
便
番
号

―
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー

読
取
不
可

金
融
機
関
保
管
／
店
舗
控
用

お支払いの際は、切り取らないでお出しください。
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第
二
十
七
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式その１（第 条関係）

（表）

法人の

県 民 税

事 業 税

地方法人特別税

に係る
更正

決定
及び

過少申告加算金
不申告加算金
重 加 算 金

額
決定通知書

納額告知書

本 店

所 在 地

年 月 日

福岡県 県税事務所長
法 人 名 様

代 表 者 様

下記のとおり更正・決定したので通知します。下記不足税額、過少申告加算金、不申告加算金及

び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日までの延滞金を合計した金

額を別紙納付書により、 までに指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、

福岡県内の郵便局又は に納付してください。

管 理 番 号

申 告

期 限

当初
申告日

当初

今回 今回

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額

円

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び

資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額

事 業 年 度 から まで 期末現在の資本金等の額 円

法 人 事 業 税 （ ） 法 人 県 民 税 （ ）

区 分 課税標準額 円 税率 税 額 区 分 円

更

正

・

決

定

・

是

認

に

よ

る

税

額

所

得

割

総 額

法

人

税

割

課税標準となる

法 人 税 額

総 額

本 県 分

法 人 税 割 額

道府県民税の特定寄附金税

額控除額

計 外 国 の 法 人 税 額 等控 除 額

軽減税率不適用

法 人 の 金 額
仮 装 経 理 に 基 づ く控 除 額

付
加
価
値
割

総 額
利子割額の控除額（控除した金

額）

付 加 価 値 額 差 引 税 額

資

本

割

総 額 納 付 確 定 分

資本金等の額
租税条約の実施に係る控除
額

収

入

割

総 額
既還付請求利子割額が過大で
ある場合の納付額

収 入 金 額 差 引 増 減 税 額

合 計 事 業 税 額

均

等

割

事務所等を有していた月数

利子割額に関する計算 円×

利 子 割 額 納 付 確 定 分 納 付 確 定 分

控 除 し た 金 額 差 引 増 減 税 額 差 引 増 減 税 額

控除することができな
かった金額

地

方

法

人

特

別

税

額

所得割に係る特別税

分

割

基

準

県 民 税
福 岡 県

既に還付を請求した利子
割額

収入割に係る特別税 総 額

既還付請求利子割額が
過大である場合の納付額

事 業 税 １
福 岡 県

納 付 確 定 分 総 額

差 引 増 減 税 額

事 業 税 ２

福 岡 県

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

過
少
申
告
加
算
金

通常分 × 総 額

％加重分 × 国 税 処 理 年 月 日

既に納付の確定し
た当期分の加算金

差 引 増 減 税 額 重 加 対 応 所 得 金 額

不
申
告
加
算
金

通常分 × 重 加 対 応 付 加 価 値 額

％加重分 × 重 加 対 応 資 本 金 等 の 額

％加重分 × 重 加 対 応 収 入 金 額

既に納付の確定し
た当期分の加算金

差 引 増 減 税 額 福 岡 県 分 重 加 対 応 税 額

重
加
算
金

通常分 ×

％加重分 ×

既に納付の確定し
た当期分の加算金

差 引 増 減 税 額 還 付 と な る 利 子 割 額

印
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（裏）

教示

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知事に対して

審査請求をすることができます。

なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由

して提出することとしてください。

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の

裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県

知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消

しの訴えを提起することができます。

（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をするこ

とができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。
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。
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第27号様式その８（第18条関係）

通  知  書
納額告知書

住所（所在地）
地方税法第　　　条第　　　項の規定により
下記のとおり更正（決定）したので通知します。

　　　　年　　　月　　　日 印
氏名（名称）

　　 福岡県　　　県税事務所長

様

基本税額 率％ 金 額
過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③

通常 ④
加算１ ⑤
加算２ ⑥
通常 ⑦
加算 ⑧

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③

通常 ④
加算１ ⑤
加算２ ⑥
通常 ⑦
加算 ⑧

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③

通常 ④
加算１ ⑤
加算２ ⑥
通常 ⑦
加算 ⑧

過少申告 通常 ②
加算金 加算 ③

通常 ④
加算１ ⑤
加算２ ⑥
通常 ⑦
加算 ⑧

備考　「延滞金について」の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

軽油引取税の更正 （決定） 及び加算金決定

　　　　　この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を、同封の納入（付）書によって指定納期限までに
　　　　福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、福岡県内の県税事務所に納入（付）し
　　　　てください。
　　　　  この処分に係る審査請求等については別紙をご覧ください。

延滞金について

年

月分

確定額

不申告
加算金

重加算金
差引額

①

  事業者コード
  指定納期限

行為年月 加 算 金
区 分

確定額

既確定額

区分 本 税
課税標準量 税 額

納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

確定額

年
既確定額

不申告
加算金

月分
納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

年
既確定額

不申告
加算金

差引額
①

重加算金

差引額
①

重加算金
月分

納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

納付すべき額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

不申告
加算金

差引額
①

重加算金

合

計

確定額

既確定額
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別紙

教示

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福

　岡県知事に対して審査請求をすることができます。

　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県

　税事務所長を経由して提出することとしてください。

２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができま

　せん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福

　岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができま

　す。

　　ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

　で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

  （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。

  （２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

　審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を

　経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるとき

　は、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

　あっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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第 号の３様式（第 条の２関係）

乙

領 収 証

第 号 科
目
歳 入 歳 出 外 現 金 種

別

納

入

市 町

郡 村

様

金

額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

ただし

上記の金額を領収しました。

年 月 日

福岡県 県税事務所出納員

出 納 員 氏名 印

備考 １ 複写とし甲紙を伺書とする。 （用紙 × ）

２ 知事が地方税法第 条に基づく引継を受けている徴収金については、「福岡

県 県税事務所出納員」を「福岡県総務部税務課出納員」に改める。
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第48号様式その２（第31条関係）（債権用）

年 月 日 

 福岡県　　　県税事務所
 福岡県徴税吏員 印 

連番

円 円

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

注　※印の欄に掲げた金額は、本書作成の日までのものです。

履　行　期　限

差
　
押
　
債
　
権

債務者 住（居）所 氏　　名

滞
　
　
納
　
　
金
　
　
額

年度 税　　目 課税番号

※滞納処分費（法律による金額）

法律による金額

円

本書作成の日までに徴収すべき金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

税　　　額 ※延滞金額 加算金額 摘要
調定事由 督促年月日

年月分 納期限

差　　押　　調　　書（謄本） 第 号 

　下記の滞納金額が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、当
該滞納金額を徴収するため、国税徴収法第47条第１項第１号の規定の例により、あなたの下記財産を差し押え
ましたので、同法第54条の規定の例により、この調書を作ります。

教示
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内又は地方
　税法第19条の４に規定する期限のいずれか早い日までに、福岡県知事に対して審査請求をすることができま
　す。
　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税
　事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませ
　ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県
　を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、こ
　の処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　ただし、（２）及び（３）については、地方税法第19条の13において準用する同法第19条の４に規定する
　期限を過ぎると処分の取消しの訴えを提起することができません。
　（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
　査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過
　した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上
　記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても
　審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

債
権
者

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

この差押債権の取立その他の

処分を禁じます。

円
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備考　１　国税徴収法第65条の規定の例により債権証書を取り上げるときは、第53号様式の「取上調書」を作成するも
　　　　のであるが、この調書に所要事項を附記することにより、「取上調書」の作成に代えることができるものであ
　　　　ること。
　　　２　繰上徴収し滞納者の財産を差し押える場合、第二次納税義務者若しくは保証人の財産を差し押える場合、地
　　　　方税法第14条の18第３項の規定により譲渡担保財産を差し押える場合、同法第16条の４第１項の規定により差
　　　　し押える場合、同法第16条の５第１項の規定により差し押える場合、外観上滞納者に帰属すると認められない
　　　　財産を差し押える場合又は滞納処分費のみについて差し押える場合には、必要な事項について所要の調整を加
　　　　えること。
　　　３　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所」を「福岡県総務部税務課」に改
　　　　め、「なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県
　　　　税事務所長を経由して提出することとしてください。」を削ること。
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第52号様式（第31条関係）

（債務者） 年 月 日 

 福岡県　　　県税事務所
 福岡県徴税吏員 印 

連番

円 円

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

注　※印の欄に掲げた金額は、本書作成の日までのものです。

債務者 住（居）所

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

氏　　名

第

年月分
調定事由

住（居）所

氏　　　名

課税番号税　　目

号 債　権　差　押　通　知　書

摘要※延滞金額 加算金額

　下記のとおり、滞納金額を徴収するため、債権を差し押えますので履行期限までに当事務所に支払ってくだ
さい。この通知を受けた後、債権者に対して支払ってもその支払は無効です。

教示
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内又は地方
　税法第19条の４に規定する期限のいずれか早い日までに、福岡県知事に対して審査請求をすることができま
　す。
　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税
　事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませ
　ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県
　を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、こ
　の処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　ただし、（２）及び（３）については、地方税法第19条の13において準用する同法第19条の４に規定する
　期限を過ぎると処分の取消しの訴えを提起することができません。
　（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
　査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過
　した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上
　記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても
　審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

債
権
者

滞
納
者

滞
　
　
納
　
　
金
　
　
額

本書作成の日までに徴収すべき金額

年度 税　　　額納期限

法律による金額

履　行　期　限

円

差
　
押
　
債
　
権

※滞納処分費（法律による金額）

円
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備考　１　給料等の差押えを行うときは、付表（債権（給与）差押通知書付表）を必要に応じ通知書に添付するなど、
        債務者あて送達すること。この場合において、滞納者の同意があったときは、第59号様式の「給料等制限外差
        押承諾書」を添付して送達すること。
　　　２　この通知書は、第48号様式その２の「差押調書」とあわせて複写により作成すること。
　　　３　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所」を「福岡県総務部税務課」に、
　　　　「当事務所」を「福岡県」に改め、「なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければ
　　　　なりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。」を削ること。
　　　４　この通知書は、お知らせ（第61号の92様式）を添付して交付すること。
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第
号
様
式
の
付
表
（
第

条
関
係
）

（
表
）

債
権
（
給
与
）
差
押
通
知
書
付
表

給
与
の
差
押
禁
止
額
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和
年
法
律
第

号
）
第
条
に
下
記
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
差
押
金
額
（
当
事
務
所
に
支
払
う
金
額
）
は
、
お
手
数
で
す
が
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し

て
く
だ
さ
い
。

滞
納
者

算
式

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

①
給

与
等

の
総

額
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

②

（
ア
）
源
泉
徴
収
所
得
税
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
イ
）
特
別
徴
収
さ
れ
る
県

市
町

村
民

税
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
ウ
）
社

会
保

険
料

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
エ
）
（

円
＋

円

×
親
族
の
数
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計
（
ア
）
＋
（
イ
）
＋
（
ウ
）
＋
（
エ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

③
（
①
－
②
）
×

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

差
押
金
額

①
－
（
②
＋
③
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

注
１

②
欄
の
（
ア
）
の
「
源
泉
徴
収
所
得
税
額
」
と
は
、
所
得
税
法
第

条
（
給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
、
第

条
（
年
末
調
整
）
、
第

条
（
年
末
調
整
に
係
る
不
足
額
の
徴
収
）
又
は
第

条
（
非
居
住
者
等
の
所
得
に

係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

２
②
欄
の
（
イ
）
の
「
特
別
徴
収
さ
れ
る
県
市
町
村
民
税
額
」
と
は
、
地
方
税
法
第
条
第
１
項
（
個
人
の
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
）
及
び
第

条
の
３
（
個
人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
に
つ
き
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

３
②
欄
の
（
ウ
）
の
「
社
会
保
険
料
」
と
は
、
健
康
保
険
法
第

条
第
１
項
（
報
酬
か
ら
の
保
険
料
の
控
除
）
そ
の
他
の
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
か
ら
控
除
さ
れ
る
社
会
保
険
料
（
所
得
税
法
第
条
第
２
項
（
社
会

保
険
料
の
控
除
）
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

４
②
欄
の
（
エ
）
の

円
及
び

円
の
金
額
は
、
給
与
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
１
月
で
あ
る
場
合
の
金
額
で
す
か
ら
、
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
１
月
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
金
額
に
月
数
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
給
与
等
が
２
か
月
分
で
あ
る
と
き
は
、
（

円
＋

円
×
親
族
の
数
）
×
２
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
賞
与
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
と
給
料
等
と
が
同
一
月
内
に
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、
こ

れ
ら
の
合
計
額
を
そ
の
月
の
給
与
等
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
賞
与
等
と
給
料
等
に
つ
い
て
各
別
に
上
記
に
よ
る
計
算
金
額
を
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

５
②
欄
の
（
エ
）
の
「
親
族
の
数
」
と
は
、
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
（
配
偶
者
、
６
親
等
内
の
血
族
及
び
３
親
等
内
の
姻
族
）
の
数
を
い
い
、
滞
納
者
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

６
③
欄
、
〔
（
①
－
②
）
×

〕
の
金
額
が
（
エ
）
の
金
額
の
２
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
③
欄
に
記
載
し
ま
す
。
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（
裏
）

国
税
徴
収
法
第
条
（
給
与
の
差
押
禁
止
）

１
給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、
退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
（
以
下
「
給
料
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
者
が
同
一
の
期
間
に
つ
き
２
以
上
の
給
料
等
の
支
払
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
に
つ
き
、
第
４
号
又
は
第
５
号
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
限
度
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
所
得
税
法
第

条
（
給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
、
第

条
（
年
末
調
整
）
、
第

条
（
年
末
調
整
に
係
る
不
足
額
の
徴
収
）
又
は
第

条
（
非
居
住
者
等
の
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
与
等

に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額

二
地
方
税
法
第

条
の
３
（
個
人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
）
そ
の
他
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
与
等
に
つ
き
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
相
当
す
る
金
額

三
健
康
保
険
法
（
大
正

年
法
律
第

号
）
第

条
第
１
項
（
報
酬
か
ら
の
保
険
料
の
控
除
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
与
等
か
ら
控
除
さ
れ
る
社
会
保
険
料
（
所
得
税
法
第

条
第
２
項
（
社
会
保
険
料
控
除
）
に
規
定
す

る
社
会
保
険
料
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
金
額

四
滞
納
者
（
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
を
含
む
。
）
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
年
法
律
第

号
）
第
条
（
生
活
扶
助
）
に
規
定
す
る
生
活
扶
助
の
給
付
を
行
う
こ
と
と
し

た
場
合
に
お
け
る
そ
の
扶
助
の
基
準
と
な
る
金
額
で
給
料
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
に
応
ず
る
も
の
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額

五
そ
の
給
料
等
の
金
額
か
ら
前
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
の

に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
前
号
に
掲
げ
る
金
額
の
２
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
金
額
）

２
給
料
等
に
基
づ
き
支
払
を
受
け
た
金
銭
は
、
前
項
第
４
号
及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
、
そ
の
給
料
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
の
日
数
の
う
ち
に
差
押
の
日
か
ら
次
の
支
払
日
ま
で
の
日
数
を
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
を
限
度
と
し
て
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
賞
与
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
時
に
お
け
る
給
料
等
と
み
な
し
て
、
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
４
号
又
は
第
５
号
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る

限
度
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
１
月
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
退
職
手
当
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
（
以
下
「
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
所
得
税
法
第

条
（
退
職
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
又
は
第

条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
退
職
手
当
等
に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額

二
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
中
「
給
料
等
」
と
あ
る
の
を
「
退
職
手
当
等
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
金
額

三
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
金
額
で
同
号
に
規
定
す
る
期
間
を
１
月
と
し
て
算
定
し
た
も
の
の
３
倍
に
相
当
す
る
金
額

四
退
職
手
当
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
５
年
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
年
数
１
年
に
つ
き
前
号
に
掲
げ
る
金
額
の

に
相
当
す
る
金
額

５
第
１
項
、
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
滞
納
者
の
承
諾
が
あ
る
と
き
は
適
用
し
な
い
。

国
税
徴
収
法
施
行
令
第
条
（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）

法
第
条
第
１
項
第
４
号
（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
滞
納
者
の
給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、
退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ

た
期
間
１
月
ご
と
に

円
（
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
親
族
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
１
人
に
つ
き

円
を
加

算
し
た
金
額
）
と
す
る
。

備
考
知
事
が
引
継
ぎ
を
受
け
て
い
る
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
「
当
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
」
に
改
め
る
こ
と
。
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第
六
十
一
号
の
三
十
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第61号の36様式（第31条関係）

住（居）所

氏　　　名

備考
配当
順位

債権者の住（居）所及び氏名
県税事務所長が確認
した債権額

配当金額

年　　月　　日 　時　　分

円 円

残余金（　　　　　へ交付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

換価代金等の交付
期　　　　　日 場　　　　　所

支

払

    　　　　　 　　　  　配　当　計　算　書　（謄　本）        第　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　住（居）所

　　氏名又は名称　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡県　　　県税事務所長       印

滞
納
者

　　下記受入欄に記載の換価代金等については、下記の交付期日及び場所において支払欄又は残余金欄
　に記載のとおり配当又は交付をすることとなりましたので、国税徴収法第131条の規定の例により、
　この計算書を作ります。

　教示
　１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内
  　又は地方税法第19条の４に規定する期限のいずれか早い日までに、福岡県知事に対して審査請求を
　　することができます。
　　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく
　　所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
　２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが
　　できません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６
　　か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提
　　起することができます。
　　　なお、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経な
　　いで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　　ただし、（２）及び（３）については、地方税法第19条の13において準用する同法第19条の４に
　　規定する期限を過ぎると処分の取消しの訴えを提起することができません。
　　（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　　（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
　　　　き。
　　（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場
　　合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起
　　算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正
    当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起
　　算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認
　　められる場合があります。

換価財産等の名称、数量、性質及び所在 金　　額

円受

入
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備考　１　この計算書は、国税徴収法第129条第１項に規定する換価代金等を配当しようとする場合に
        同法第131条の規定により作成すること。
　　　　　なお、同法第129条第２項の規定により、差押金銭又は交付要求により受けた金銭を本県徴
　　　　収金に充当した場合には、配当計算書が作成されないので、充当した旨を第61号の77様式によ
　　　　り滞納者に通知すること。
　　　２　この計算書は、原則として換価財産の売却区分ごと又は差押債権１個ごと等に別紙とする。
　　　　ただし、換価代金等の配当を受ける権利を有するものが、県税事務所長だけであるときは、２
　　　　以上の売却区分にわたる財産について、１枚の配当計算書の受入欄を売却区分ごと等に別行に
　　　　記載する方法によってもさしつかえないこと。この場合において、「配当計算書付属書」（第
　　　　61号の36様式の付属書）を滞納者あての配当計算書謄本に添付するときには、売却区分ごと等
　　　　に別行としないで、「何々外何点の売却代金」等と一括表示してもさしつかえないこと。
　　　３　「支払」の欄には、配当を受ける権利を有する者のすべて（優先順位の関係等により、現実
　　　　には配当を受けられないこととなる者を含む。）について記載することとし、原則として、私
　　　　債権にあっては、各債権ごと、交付要求にかかる地方税及び公課にあっては交付要求書（参加
　　　　差押を含む。以下同じ。）ごと、また差押え及び交付要求にかかる地方団体にあっては滞納１
　　　　件ごとに別行に記載する。ただし、「配当計算書付属書」を添付する場合には、地方団体の徴
　　　　収金、国税公課又は私債権の各権利者ごとに別行に記載すること。
　　　４　「支払」の欄の「備考」には、配当金の供託を要する場合に、その旨を簡記すること。
　　　５　複写とし、控えには伺い欄を設けること。
　　　６　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所長」を「福岡県知
　　　　事」に、「県税事務所長が」を「知事が」に改め、「なお、審査請求をする場合、審査請求書
　　　　は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出する
　　　　こととしてください。」を削ること。
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第
六
十
四
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第３８６２号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年１月 27 日　金曜日29
 

第 号の３様式（第 条の２、第 条関係）

 管 理 番 号  

受付印 
 
 
 

年 月 日 

福岡県 県税事務所長 殿 

法 人 名  

法人番号              

所 在 地 
電話（ ） 

代表者名 ○印  

代 表 者 
住 所  

還
付
請
求
事
由 

１ 更生手続開始決定

２ 再生手続決定

３ 法人税法施行令第 条の２第１項に規定する再生計画認可の決定に準ずる事実

４ 地方税法施行規則第３条の２の２第１項又は第４条の３の２に規定する事由

上記事由の発生日 年 月 日

仮 装 経 理 還 付 請 求 書

地方税法 の規定に基づき、下記のとおり の 
 
還付を請求します。 

１ 還付請求額の明細

仮装経理に基づく過大申告

をした事業年度又は連結事

業年度 

 年 月 日から 
 年 月 日まで 確定申告書提出年月日 年 月 日 

仮装経理に基づく過大申告

の更正の日 年 月 日 控除開始事業年度又は連結

事業年度 
 年 月 日から 
 年 月 日まで 

法人事業税・地方法人特別税 法人県民税（法人税割） 
仮装経理事業税額 ①  仮装経理法人税割額 ⑧  
既に控除した税額 ②  既に控除した税額 ⑨  
還付請求額（①－②） ③  還付請求額（⑧－⑨） ⑩  
仮装経理地方法人特別税額④  

還付請求額合計 （⑦＋⑩）
 

既に控除した税額 ⑤  

還付請求額（④－⑤） ⑥   

還付請求額小計（③＋⑥）⑦   

２ 還付を受けようとする金融機関等

金 融 機 関 名  
口 座 番 号 等 普 通 ・ 当 座 

（ ） 本 支 店 名  

注１ この請求書は、一事業年度ごとに一部提出してください。 
２ この請求書を提出する際は、還付請求事由を証する書類を添付してください。 
３ 「確定申告書提出年月日」の欄は、当該事業年度分の確定申告書を提出した年月日を記載してください。 

第 条第 項

第 条の の 第４項

仮 装 経 理 法 人 税 割 額 
仮 装 経 理 事 業 税 額 
仮装経理地方法人特別税額 
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第
七
十
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号
の
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様
式
を
次
の
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う
に
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め
る
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第 号の２様式（第 条の２関係）

第 号

年 月 日

知 事 殿

福岡県 県税事務所長 印

分割基準の修正に関する届出書提出済通知書

次のとおり地方税法第 条の の２第４項（地方税法施行規則第６条の４）に基づく

分割基準の修正に関する届出があったので通知します。

法人名 主たる事務所等

法人番号 所 在 地

更正の請求の対象
となる事業年度

年 月 日から

年 月 日まで
届出年月日 年 月 日

適用する分割基準
１ 従 業 者 数

２ 固定資産の価格

３ 事務所又は事業所数

４ 軌道の延長キロメート

ル数

事 務 所 又 は 事 業 所 分 割 基 準

名 称 所 在 地 修 正 前 修 正 後

合 計

分割基準に誤り
を生じた理由
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第
七
十
三
号
の
三
様
式
を
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の
よ
う
に
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る
。
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第 号の３様式（第 条の３関係）

第 号

年 月 日

法人
県民

事業
税の分割基準の

修正

決定
請求書

知 事 殿

福岡県 県税事務所長 印

貴管内に主たる事務所等を有する下記の法人について、法人
県民税

事業税
の分割基準となる

従業者数が事実と異なっておりますので、地方税法
第 条第４項

第 条の の２第６項
の規定に基づ

き
修正

決定
を請求します。

記

法人名 資本金の額又は
出 資 金 の 額

万円

法人番号

主たる事務所等所在地

事業年度

本 県 に 所 在 す る 事 務 所 等

名 称 所 在 地 設置年月日
分割基準 貴通知番

号年月日請求前 請求後

分割基準を誤った理由

注 法人県民税及び法人事業税の分割基準の修正を併せて請求する場合は、分割基準の欄

には、上段に法人県民税、下段に法人事業税の分割基準を記載しています。
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第
七
十
三
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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第 号の６様式（第 条の５の２関係）

（
提

出

用
）

医療法人等の所得金額計算書
事 業

年 度

・ ・ から

・ ・ まで

法人名

法人番号

総 所 得 金 額 等 ①

土 地 等 の 譲 渡 所 得 ②

総 所 得 金 額 （①－②） ③

医療業とその他の事業とを併せて
行 っ て い る 場 合 の 所 得 区 分

医療業の所得金額（③×
⑦＋⑧

⑦
） ④

その他の事業の所得金額（③－④） ⑤

所得金額の計算の基礎とする収入金額

社会保険医療分の収入金額（㋐の金額） ⑥

医 療 業 の 総 収 入 金 額（㋒の金額） ⑦

その他の事業収入金額（㋓の金額） ⑧

社 会 保 険 医 療 分 の 所 得 金 額 （③×
⑦

⑥
又は④×

⑦

⑥
） ⑨

当 期 分 課 税 所 得 金 額 （①－⑨） ⑩

繰 越 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 当 期 控 除 額 ⑪

課 税 標 準 と な る 所 得 金 額 （⑩－⑪） ⑫

社

会

保

険

医

療

分

の

収

入

金

額

健 康 保 険 法 円

そ

の

他

の

収

入

金

額

労働者災害補償保険法収入 ⑬ 円

国 民 健 康 保 険 法 自 費 診 療 収 入 ⑭

高齢者の医療の確保に関する法律 自動車損害賠償責任保険等の収入 ⑮

船 員 保 険 法
健康診断・予防注射等受託
医 療 収 入

⑯

国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 ⑬⑭⑮及び⑯以外の医療収入 ⑰

防衛省の職員の給与等に関する法律 患者・付添人等食事代収入 ⑱

地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 健 康 診 断 等 証 明 収 入 ⑲

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 入院料・ベッド代等差額収入 ⑳

戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 生 産 品 等 販 売 収 入 ㉑

母 子 保 健 法 受託技工・検査料等収入 ㉒

児 童 福 祉 法 嘱 託 収 入 ㉓

原子爆弾被爆者に対する援護に関
す る 法 律

利 子 等 及 び 配 当 等 収 入 ㉔

生 活 保 護 法
電話・電気・ガス・寝具等
使 用 料 収 入

㉕

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律
不 用 品 売 却 収 入 ㉖

精神保健及び精神障害者福祉に関
す る 法 律

取得価格を超える償却資産
売 却 収 入

㉗

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 その他医療業の付随収入 ㉘

感染症の予防及び感染症の患者に
対 す る 医 療 に 関 す る 法 律

付 帯 事 業 収 入 ㉙

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者

の 医 療 及 び 観 察 等 に 関 す る 法 律
介 護 保 険 法 ㉚

介 護 保 険 法

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律

難病の患者に対する医療等に関す
る 法 律

査 定 損 益 額 計 ㋑

医療業の総収入金額（㋐＋㋑） ㋒

収

入

金

額

事

業

の

そ

の

他

の計 ㋐ 計 ㋓
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〔記載要領〕

１ この計算書は、地方税法（以下「法」という。）第 条の 第２項の適用を受ける医

療法人等が、法人の事業税の確定申告書又は修正申告書を提出する場合に貸借対照表、

損益計算書、収入金額明細書、法人税法施行規則別表４（写）に添えて提出してくださ

い。

ただし、次に該当する医療法人等は、この計算書を提出する必要はありません。

（１）主たる事務所等が他の都道府県にある場合

（２）法人税の申告において、租税特別措置法第 条（社会保険診療報酬の所得計算の

特例）第１項の規定の適用を受ける場合

なお、この場合には、地方税法施行規則（以下「法規則」という。）第６号様式

別表５「所得金額に関する計算書」の備考欄にその旨を記載するとともに、法人税

の明細書別表 （６）の写しを提出してください。

（３）社会保険診療分の所得とその他の所得を区分して計算している場合

なお、この場合には、その区分経理による所得金額についての明細書を提出して

ください。

２ ①の金額欄には、法規則第６号様式別表５「所得金額に関する計算書」の再仮計⑯の

額を記載してください。

３ ②の金額欄には、土地（建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含

む。）、建物等、法人税法第２条第 号に掲げる減価償却資産及び有価証券（以下「土

地等」という。）の譲渡所得を記載してください。ただし、医療業に関係する土地等（例

えば病院の土地、建物等や往診等で使用していた自動車等）の譲渡所得については、②

欄に記載せず、「その他の収入金額」欄の空欄に記載してください。

総所得金額等の計算上、益金又は損金として計算した土地等の譲渡益、売却益、譲渡

損又は売却損の合計額（以下「土地等の譲渡益等」という。）がある場合は、土地等の

譲渡に直接要した経費を控除した後の譲渡所得を記載してください。

また、土地等の譲渡益等には、法人税法第 条（交換により取得した資産の圧縮額の

損金算入）又は租税特別措置法第３章第６節（資産の譲渡の場合の課税の特例）の各規

定により損金に算入した部分の金額は、土地等の譲渡益等の計算をする上においてこれ

を控除します。つまり土地等の譲渡益等とは、圧縮後の金額をいいます。

なお、土地等の譲渡益等に係る経費は次のものをいい、固定資産税等土地等の維持管

理に要した費用は含まれません。

（１）土地等を譲渡するために直接要した仲介手数料、測量費、登記費用等

（２）土地等を譲渡するために、その上にある家屋を取り壊す等の目的で借家人に支払

った立退料

（３）土地等を譲渡するためにその土地の上にある家屋、構築物等を取り壊した場合の

除却費及び除却損
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４ ⑪の金額には、法規則第６号様式別表９～ の添付を要する法人に限り、課税所得金

額の前９年以内の繰越欠損金又は災害損失金の当期控除額を記載してください。

５ 社会保険診療分の収入金額欄には、法第 条の 第３項に列挙された健康保険法等の

規定に基づく医療等の給付について収入すべき次の金額を法律ごとに記載してくださ

い。

（１）保険者から支払を受けるべき金額

（２）被保険者が負担する一部負担金等（入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険

外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に相当する金

額）

６ ⑯の金額欄には、学校又は事務所等との契約に基づく健康診断、予防接種等の給付に

よる収入すべき金額を記載してください。

７ ⑱の金額欄には、患者又は付添人等から収入すべき金額のうち、法第 条の 第３項

に列挙された健康保険法等の規定に基づく医療等の給付に係るもの以外のものを記載し

てください。

８ ㉑の金額欄には、作業療法等を通じて生産した農作物等の生産品を販売すること、又

は物品等の加工若しくは修理を請け負うことにより収入すべき金額を記載してくださ

い。

９ ㉓の金額欄には、受託医療収入以外で学校又は事業所等の嘱託医であることにより収

入すべき金額を記載してください。

㉔の金額欄には、所得税法第 条（内国法人に係る所得税の課税標準）第１号に規定

する利子等又は第２号に規定する配当等の額（所得税額控除前の金額）を記載してくだ

さい。この場合、法人税法第 条（受取配当等の益金不算入）の規定により益金に算入

されない金額は含めません。

㉗の金額欄には、償却資産の売却収入のうち取得価格を超える金額を記載してくださ

い。

㉙の欄の「付帯事業収入」とは、医療業に比して社会通念上独立した事業部門と認め

られない軽微なもので医療業の付帯事業として発生する収入金額をいいます。

「その他の事業の収入金額」の欄には、純売上高を記載してください。

医療業の総収入金額に含めないもの

（１）各種引当金及び準備金の益金算入額

（２）医療業に関係ない土地等の譲渡所得に係る収入金額（「土地等の譲渡所得」の欄

②で区分計算を行うため）

（３）従業員の社宅、寮等に係る使用料収入及び食事代収入

（４）収入金額に計上した国税又は地方税の還付金又は充当金（還付加算金を除く。）

（５）償却資産を売却した場合の取得価格に相当する金額又は保険契約に係る解約返戻

金若しくは満期返戻金のうち配当金を除く部分の金額

（６）購入たな卸資産に係る仕入割戻し額として収入に計上した金額
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第81号の９様式（第46条の11関係）

印

年 月 日

 福岡県

－ －

減額申告書
還付申請書

減額申告書
還付申請書

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

月 年

円

登　記
平成 　　年　　　月　　　日
受付番号　第　　　　 　　号

確 認 年 月 日
確 認 者

平成　　年　　月　　日 印

平成元年４月１日から平成９年３月 日まで 1,000万円 30万円

平成９年４月１日から平成９年３月 日まで 1,200万円 36万円

円
昭和 年７月１日から昭和 年６月 日まで 420万円 12万６千円

差 引 税 額
昭和 年７月１日から平成元年３月 日まで 450万円 13万５千円

昭和 年１月１日から昭和 年 月 日まで 230万円 ６万９千円

昭和 年１月１日から昭和 年６月 日まで 350万円 10万５千円

昭和 年７月１日から昭和 年 月 日まで 100万円 ３万円
控 除 税 額

昭和 年１月１日から昭和 年 月 日まで 150万円 ４万５千円

日

事　 務　 処　 理　 事　 項

新築された時において施行されていた福岡県税条例第 条の 第１
項の規定により控除されることとされていた額

減額又は還付を

受 け る べ き 額

（ Ａ ）× 税 率

当 初 税 額

新　築　時　期 控 除 す る も の と
されていた額（Ａ） 円

平成 年 日 居 住 の 用 に
供した年月日

平成 月

※第７号工事に該当する場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の添付が必要です。

（

個
人
）

譲
渡
先

氏 名 譲 渡 額 円

住 所

譲渡年月日

住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅

必須 第１号工事～第７号工事に要した費用の総額 円
譲渡額の20%以上（300万円
超の場合は300万円以上）

いずれか
の改修工
事要件を
満たすこと

□　第１号工事～第６号工事に要した費用の合計 円 万円を超えること

□　【 第４号・第５号・第６号・第７号※ 】
　　上記、４号から７号工事のいずれかに要した費用

円 万円を超えること

月 日

該当
区分

改修工事の内容
（証明書「３.実施した工事の費用の額」欄の該当するもの）

費　　　用 判定基準

取得年月日  月 日 減額・還付の区分 減・還（平成　　年　　月　　日納付）

工事証明書に記載された工事完了年月日 月 日

昭和 年 月 日以前に新築された住宅である場合は、
総務省令で定める耐震基準に適合する証明を受けた日

号

新築年月日  月 日 不動産取得税額 円

改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の

　福岡県税条例付則第８条の４　　　の規定により、不動産取得税の を提出します。

改
修
工
事
対
象
住
宅

所 在 地

延床面積 ㎡ 宅 地 建 物 取 引 業 者
免 許 証 番 号

フリガナ

氏 名
（名称）

県税事務所長　殿  電話

個人番号又は法人
番号（右詰で記載）

受付印 課　税　番　号 課税年度

住 所

第５項
第４項
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■改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の減額申告又は還付申請について
１　要件
　　本特例の適用を受けるためには、次の要件を全て満たすことが必要となります。
　①　宅地建物取引業法第２条第３項に規定する宅地建物取引業者であること。
　②　宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること。
　　　※改修工事により、床面積の増減があった場合は、増減後の面積で判定するため、増減後の面積を延床
　　　　面積欄の下部に（　）書きで併記してください。
　③　宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、次のいずれかに
　　該当する住宅であること。
　　ア）昭和57年１月１日以後に新築された住宅であること。
　　イ）一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたものであること。
　　　・建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険
  　　  法人が証する書類（耐震基準適合証明書）
　　　　※個人が宅地建物取引業者から当該住宅を取得した日前２年以内に当該証明のための住宅の調査が終
　　　 　 了したものに限る。
　　　・住宅性能評価書の写し
 　     ※個人が宅地建物取引業者から当該住宅を取得した日前２年以内に評価されたもので、耐震等級が１、
 　       ２又は３であるものに限る。
　　　・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類（保険証券の写し又は保険付保証明
　　　　書）
　　　　※一定の要件に適合する保険契約であって、個人が宅地建物取引業者から当該住宅を取得した日前２
　　　　　年以内に締結されたものに限る。
　④　宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること。
　⑤　宅地建物取引業者が住宅を取得した後、⑦及び⑧の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、
　　当該個人の居住の用に供するまでの期間が２年以内であること。
　⑥　宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること。
　⑦　工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の20％以上であること。
　　（ただし、当該20％となる金額が300万円を超える場合には、当該工事に要した費用の総額は300万円以上）
　⑧　当該家屋について、次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
　　ア）工事証明書（注１）にある第１号工事から第６号工事までのいずれかに該当するリフォーム工事を行
　　　い、工事の合計額が100万円を超えること。
　　イ）50万円を超える、第４号工事、第５号工事又は第６号工事のいずれかに該当する工事を行うこと。
　　ウ）50万円を超える、第７号工事に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分
　　　の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

２　添付書類
　　本税制の特例の適用を受けるために、要件を満たした工事を実施していること等を確認できる書類として、
　以下の書類を添付してください。
　（１）当該住宅の登記事項証明書（譲渡された個人が取得したことを確認できるもの）
　（２）宅地建物取引業者であること（宅地建物取引業者免許証番号）を確認できる書類
 　 　（当該番号が明記された売買契約書又は売渡証書、宅地建物取引業者免許証の写しなど）
　（３）宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書又は売渡証書等
　（４）住宅性能向上改修住宅を譲渡された個人が当該住宅を自己の居住の用に供したことを証する書類
　　　（住民票の写しなど）
　（５）一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類（耐震基準適合証明書、住宅性能評価評価書の写
　　　し（耐震等級が１、２又は３であるものに限る）、保険証券の写し又は保険付保証明書）
　　　※昭和57年１月１日以降に新築された家屋は除く。
　（６）工事証明書（注１）
　（７）既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
　　  （保険証券の写し又は保険付保証明書）
　　　※第７号工事に該当する工事を行った場合のみ必要です。

　（注１）工事証明書について
　　　　　工事証明書とは、次の書類のことをいいます。ただし、②については、証明年月日が平成28年４月
　　　　１日から同月30日までの場合に限りご使用いただけます。
　　　　①　増改築等工事証明書（特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特
　　　　　例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用）
　　　　②　改修工事証明書（改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用）
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第 号の５様式（第 条の２関係）

受付印 課 税 番 号 課 税 年 度

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

印

年 月 日

福岡県

県税事務所長 殿

電 話 ― ―

個 人 番 号

農地等の経営移譲届出書

年 月 日贈与により取得した農地等に係る不動産取得税については、福岡県
税条例付則第９条第１項の規定による徴収の猶予を受けておりますが、当該農地等について農業
者年金基金法の規定に基づく特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため経営を移譲し
ましたので、同項においてその例によることとされる租税特別措置法第 条の４第６項の規定に
より、次のとおり届け出ます。

納
税
者
（
受
贈
者
）

住 所

氏 名

使用貸借による権利の設定年月日 年 月 日

農業を営む者でなくなったことの
届出又は農業者年金の請求年月日

年 月 日

（
推

定

相

続

人
）

経
営
を
移
譲
さ
れ
た
者

住 所 職 業

氏 名 生年月日 年 月 日生

経営移譲を受けた日まで引き

続き農業を営んできた期間
年から 年 月 日まで 年

納 税 者（受 贈 者）と の 続 柄

使
用
貸
借
農
地
等

所 在 地 地 目 面 積 摘 要

注 この届出書には、次の書類を添付してください。

（１）推定相続人が次の要件の全てに該当することについての農業委員会の証明書

ア 権利設定時に 歳以上であること。

イ 引き続き３年以上農業に従事していたこと。

ウ 速やかに農業経営を行うと認められること。

（２）届出者の推定相続人に該当することを証する書類（戸籍謄抄本）

（３）使用貸借契約書の写し、農地法第３条の許可の写し

（４）農業を営む者でなくなったことの届出書の写しその他その届出がされていることを証する書類又は農業

者年金経営移譲年金裁定請求書の写しその他その請求がされていることを証する書類（農業協同組合の証

明書）

（５）受贈者が推定相続人の農業に従事する見込みであることについての農業委員会の証明書
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第 号の２様式その１（第 条の２関係）

特 別 徴 収 義 務 者 確 認 欄

特
別
徴
収
義
務
者
提
出
用

担 当 者 名 確 認 年 月 日

ゴルフ場利用税の非課税利用確認申請書

特別徴収義務者

殿

福岡県税条例第 条の２第１項（第２項）の規定により、下記のとおり確認申

請書を提出します。

利用するゴルフ場

の名称

利 用 年 月 日 年 月 日

会員・非会員の別 □会員（メンバー） □非会員（ビジター等）

非課税利用の区分 １ 年齢 歳未満の者による利用（地方税法第 条の２第１号）

２ 年齢 歳以上の者による利用（地方税法第 条の２第２号）

３ 障害者による利用（地方税法第 条の２第３号）

４ 国民体育大会のゴルフ競技への参加選手の利用（地方税法第 条の３第１号）

５ 学生、生徒及び引率する教員の利用（地方税法第 条の３第２号）

該当する番号に○

を付けてください。

提示又は提出する

証明書類

非課税利用の区分 提 示 又 は 提 出 す る 証 明 書 類 の 種 類

１・２

利用日における年齢が確認できる書類（提示）

□運転免許証 □旅券 □健康保険証

□その他

該当する番号に○

を付け、書類の種

類にﾁｪｯｸを付けて

ください。

３

障害者であることを証する書類の写し（提示）

□身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳

□戦傷病者手帳 □その他

４
要件に該当することの証明書（提出）

○教育委員会が発行する証明書

５
要件に該当することの証明書（提出）

○学長又は校長が発行する証明書

年 月 日

申請者

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生（満 歳）

注 １ 非課税利用の区分の１から３までのいずれかに該当する場合は、非課税利用に該当することを証

する書類をゴルフ場に提示してください。

２ 非課税利用の区分の４又は５に該当する場合は、証明書の提出に併せて、利用者本人であること

を証する書類をゴルフ場に提示してください。
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第 号の２様式その２（第 条の２関係）

ゴルフ場利用税の非課税利用確認申請書 本
人
控
用特別徴収義務者

殿

福岡県税条例第 条の２第１項（第２項）の規定により、下記のとおり確認申

請書を提出します。

利用するゴルフ場

の名称

利 用 年 月 日 年 月 日

会員・非会員の別 □会員（メンバー） □非会員（ビジター等）

非課税利用の区分 １ 年齢 歳未満の者による利用（地方税法第 条の２第１号）

２ 年齢 歳以上の者による利用（地方税法第 条の２第２号）

３ 障害者による利用（地方税法第 条の２第３号）

４ 国民体育大会のゴルフ競技への参加選手の利用（地方税法第 条の３第１号）

５ 学生、生徒及び引率する教員の利用（地方税法第 条の３第２号）

該当する番号に○

を付けてください。

提示又は提出する

証明書類

非課税利用の区分 提 示 又 は 提 出 す る 証 明 書 類 の 種 類

１・２

利用日における年齢が確認できる書類（提示）

□運転免許証 □旅券 □健康保険証

□その他

該当する番号に○

を付け、書類の種

類にﾁｪｯｸを付けて

ください。

３

障害者であることを証する書類の写し（提示）

□身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳

□戦傷病者手帳 □その他

４
要件に該当することの証明書（提出）

○教育委員会が発行する証明書

５
要件に該当することの証明書（提出）

○学長又は校長が発行する証明書

年 月 日

申請者

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生（満 歳）

注 １ 非課税利用の区分の１から３までのいずれかに該当する場合は、非課税利用に該当することを証

する書類をゴルフ場に提示してください。

２ 非課税利用の区分の４又は５に該当する場合は、証明書の提出に併せて、利用者本人であること

を証する書類をゴルフ場に提示してください。
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
目
次
の
改
正
規
定
（
第
三
号
様
式
及

び
第
十
七
号
の
三
様
式
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
号
様
式
そ
の
三
の
七
の
次
に
一
様
式
を
加

え
る
改
正
規
定
及
び
第
十
七
号
の
三
様
式
を
同
様
式
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
に
一
様
式
を
加
え
る
改

正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

選
挙
管
理
委
員
会

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称　
　
　

代
表
者　
　

�

会
計
責
任�　
　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　
　
　

�

届
出
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　

�

者
の
氏
名�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

愛
甲
秀
則
後
援
会　
　
　

愛
甲　

秀
則　

緒
方　

昭
一　

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
里
中
三　

二
八
、
一
一
、　

九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
三
―
一
七

内
田
ひ
ろ
つ
ぐ
と　
　
　

内
田　

裕
紹　

内
田　

静
香　

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
青
葉
台
南　

二
八
、
一
一
、
二
二

新
し
い
北
九
州
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―
七
―
一
八

作
る
会

勝
井
俊
行
後
援
会　
　
　

勝
井　

俊
行　

武
谷　

順
子　

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
引
野
二　

二
八
、
一
一
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
八
―
二
九

清
流
の
会　
　
　
　
　
　

芳
野　

直
人　

芳
野
と
も
子　

福
岡
県
朝
倉
市
隈
江
四
二
九　
　
　
　

二
八
、
一
一
、
一
四

な
か
し
ま
隆
治
後　
　
　

中
島　

隆
治　

中
島　

洋
子　

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
木
屋
瀬　

二
八
、
一
一
、
一
一

援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
―
三
二
―
二
―
三
〇
二

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

自
由
民
主
党　

三
好　
　

修　

政
治
団
体
の
名　

自
由
民
主
党
福
岡
県　

自
由
民
主
党
福
岡
県　

二
八
、
一
一
、
一
四

福
岡
県
ち
ん　
　
　
　
　
　
　

称　
　
　
　
　
　

ち
ん
た
い
支
部　
　
　

全
管
協
ち
ん
た
い
支

た
い
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
進
党
福
岡　

緒
方
林
太
郎　

会
計
責
任
者
の　

守
谷　

正
人　
　
　
　

川
﨑　

俊
丸　
　
　
　

二
八
、
一
一
、
一
九

県
総
支
部
連　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

民
進
党
福
岡　

新
井
富
美
子　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
久
留
米
市
六　

福
岡
県
久
留
米
市
諏　

二
八
、
一
一
、　

一

県
第
６
区
総　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

ツ
門
町
二
―
一
三
―　

訪
野
町
二
七
八
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
Ｆ

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　

�

麻
生
太
郎
後　

有
吉　
　

威　

代
表
者
の
氏
名　

有
吉　
　

威　
　
　
　

濱
中　

茂
足　
　
　
　

二
八
、
一
一
、
二
一

援
会
（
麻
生　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
と
２
１

世
紀
の
会
）　
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

糸
島
薬
剤
師　

國
武　

雅
弘　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
糸
島
市
前
原　

福
岡
県
糸
島
市
加
布　
　

二
八
、
九
、
一
七

連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

東
三
丁
目
八
―
二
三　

里
二
〇
六
番
地
五　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
池
ビ
ル
二
〇
二
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

室　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
直
樹
後　

奥
村　

直
樹　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市
門　

福
岡
県
北
九
州
市
門　

二
八
、
一
〇
、　

一

援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

司
区
大
字
猿
喰
五
四　

司
区
大
字
畑
一
五
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
―
二　
　
　
　
　
　

五
―
一
―
一

香
月
耕
治
後　

香
月　

耕
治　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市
八　

福
岡
県
北
九
州
市
八　

二
八
、
一
一
、
二
三

援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

幡
西
区
大
字
笹
田
九　

幡
西
区
大
字
笹
田
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
―
一　
　
　
　
　

一
六
―
一

青
丈
会　
　
　

伊
藤　

智
之　

代
表
者
の
氏
名　

伊
藤　

智
之　
　
　
　

竹
田　

光
寛　
　
　
　

二
八
、
一
一
、　

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

山
本　
　

禎　
　
　
　

中
村　

英
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名

髙
木
の
り
お　

髙
木　

典
雄　

会
計
責
任
者
の　

佐
藤　

敬
二　
　
　
　

田
邉　
　

誠　
　
　
　

二
八
、　

八
、　

一

後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　

田
代
み
き
後　

田
代　

美
貴　

政
治
団
体
の
名　

田
代
み
き
後
援
会　
　

た
し
ろ
み
き
後
援
会　

二
八
、
一
一
、
三
〇

援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

称　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　
　

福
岡
県
北
九
州
市
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

小
倉
北
区
下
到
津　
　

畑
区
天
神
一
―
五
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
―
一
〇
―
三
六　
　

三
六

宮
内
實
生
後　

宮
内　

實
生　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣　

二
八
、
一
一
、
一
三

援
会
（
元
気　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

町
公
園
通
り
三
―
一　

町
大
字
波
津
七
八
一

な
町
岡
垣
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
三
四　
　
　
　
　
　

―
一

つ
く
る
会
）

宮
崎
昌
宗
後　

宮
崎　

昌
宗　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
築
上
郡
上
毛　

福
岡
県
築
上
郡
上
毛　

二
八
、
一
一
、
一
八

援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

町
土
佐
井
四
三
〇
―　

町
土
佐
井
七
九
二
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　

二

横
大
路
ま
さ　

横
大
路
政
之　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮　

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮　

二
八
、
一
一
、
一
〇

ゆ
き
後
援
会　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

町
大
字
上
府
六
三
四　

町
大
字
三
代
九
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
エ
ル
メ
ゾ
ン
Ａ　

―
三
―
一
〇
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
〇
一

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　
　

�

解
散
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

高
瀬
ひ
ろ
み
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
庭
健
太
郎　

二
八
、
一
一
、　

三

高
原
ゆ
か
後
援
会
（
香
援
会
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
原　

由
香　

二
八
、
一
一
、　

一

三
原
し
げ
る
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
野　

愛
治　

二
八
、
一
一
、　

四

資
金
管
理
団　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

体
の
届
出
を　

公
職
の
種
類　

資
金
管
理
団
体
の　
　

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地�　
　
　
　
　
　

�

指
定
年
月
日�　

し
た
者
（
代　
　
　
　
　
　
　

名
称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

表
者
）
の
氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

中
島　

隆
治　

北
九
州
市
議　

な
か
し
ま
隆
治
後　

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
木
屋
瀬
二
―　

二
八
、
一
一
、
一
〇

　
　
　
　
　
　

会
議
員　
　
　

援
会　
　
　
　
　
　

三
二
―
二
―
三
〇
二
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に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改

め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を　

資
金
管
理
団
体
の　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日

し
た
者
の
氏　

名
称

�

名奥
村　

直
樹　

奥
村
直
樹
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　

二
八
、
一
〇
、　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

門
司
区
大
字
猿
喰　

門
司
区
大
字
畑
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
四
二
―
二　
　
　

五
五
五
―
一
―
一　

香
月　

耕
治　

香
月
耕
治
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　

二
八
、
一
一
、
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

八
幡
西
区
大
字
笹　

八
幡
西
区
大
字
笹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
九
一
七
―
一　
　

田
九
一
六
―
一

宮
内　

實
生　

宮
内
實
生
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡　

福
岡
県
遠
賀
郡
岡　

二
八
、
一
一
、
一
三

　
　
　
　
　
　

（
元
気
な
町
岡
垣　

の
所
在
地　
　
　

垣
町
公
園
通
り
三　

垣
町
大
字
波
津
七

　
　
　
　
　
　

を
つ
く
る
会
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
―
三
四　
　
　

八
一
―
一

宮
崎　

昌
宗　

宮
崎
昌
宗
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
築
上
郡
上　

福
岡
県
築
上
郡
上　

二
八
、
一
一
、
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

毛
町
土
佐
井
四
三　

毛
町
土
佐
井
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
―
一　
　
　
　
　

八
―
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
大
路
政
之　

横
大
路
ま
さ
ゆ
き　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
糟
屋
郡
新　

福
岡
県
糟
屋
郡
新　

二
八
、
一
一
、
一
〇

　
　
　
　
　
　

後
援
会　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

宮
町
大
字
上
府
六　

宮
町
大
字
三
代
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
―
一
エ
ル
メ　

四
五
―
三
―
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゾ
ン
Ａ
―
一
〇
一　

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
陽
光
園

〃　

〃　
　
　

大
字
田
野
浦
藤
ヶ
山
一
〇
一
八

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
陽
光
園

〃　

〃　
　
　

大
字
田
野
浦
一
〇
二
四
－
六

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
松
和
園
（
ユ
ニ
ッ
ト
）

〃　

〃　
　
　

大
字
畑
字
三
三
五

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
階
寿
園

〃　

小
倉
北
区
篠
崎
一
－
九
－
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
松
和
園
（
ユ
ニ
ッ
ト
）

〃　

〃　
　
　

大
字
畑
三
三
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
陽
光
園
ユ
ニ
ッ
ト

〃　

〃　
　
　

大
字
田
野
浦
一
〇
二
四
－
六

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
階
寿
園

〃　

小
倉
北
区
篠
崎
一
－
九
－
五




